【感染症への対応】
（１）保育園で見られる感染症及び登園停止基準
	感染症名
	潜伏期間
	登園停止基準

	◆インフルエンザ
	１～３日
	発症後５日を経過し、且つ解熱後３日経過するまで

	◆新型コロナウィルス
	１～３日
	発症した日を０日とし、翌日から５日を経過するまで

	◆百日咳
	６～１５日
	特有の咳が消失するまで、又は５日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで

	◆麻疹（はしか）
	９～１２日
	解熱した後３日間を経過するまで

	◆ポリオ（小児まひ）
	
	急性期の主要症状が消失するまで

	◆ウイルス性肝炎
	
	主要症状が消失するまで

	◆流行性耳下腺炎（おたふく）
	２～３週
	耳下腺の腫れが消失するまで

	◆風疹（三日はしか）
	２～３週
	発疹が消失するまで

	◆水痘（水ぼうそう）
	２～３週
	すべての発疹がかさぶたになるまで

	◆咽頭結膜熱（プール熱）
	５～７日
	主要症状が消失した後２日を経過するまで

	◆流行性結膜炎（はやり目）
	４～７日
	充血、目やにの症状が消失し、主治医の許可が出る
まで

	◆急性出血性結膜炎
	１～２日
	治癒するまで

	ヘルパンギーナ
	２～４日
	主治医が登園して差し支えないと認めたとき

	手足口病
	３～５日
	同上

	◆溶連菌感染症
	２～４日
	抗菌薬内服後２４時間以上経過し、発熱がなくなり通常の食事が摂れるようになるまで

	
乳児嘔吐下痢症（ロタウイルス）
	
１～数日
	主要症状がほとんど消失し、主治医が登園して差し 支えないと認めたとき

	感染性胃腸炎（ノロウイルス）
	１～数日
	同上

	マイコプラズマ肺炎
	１～３週
	同上

	突発性発疹
	８～１４日
	同上

	ヘルペス性歯肉口内炎
	
	同上

	◆とびひ（伝染性濃か疹・皮膚化膿症）
	２～１０日
	他人への感染のおそれがないと医師が認めたとき

	◆腸管出血性大腸菌感染症
（0-26,0-104,0-111,0-126,0-145,0-157
等）
	３～８日
	菌が消失し、主治医の許可後

	◆伝染性紅斑（りんご病）
	１０～２０日
	体力が回復するまで

	◆ＲＳウイルス
	２日～１週間
	主要症状が消失し、主治医が登園しても差し支えないと認めたとき


◆印は登園許可証が必要なもの

